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１．在留資格「特定技能」に係る全般事項



外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

最新資料はこちら（出入国在留管理庁ＨＰ）
を御覧ください。

特定技能制度「外国人材の受入れ及び
共生社会実現に向けた取組」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

（令和６年９月更新）

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
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総人口に占める在留外国人の割合（注３）

0.80%

2.74%
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在留外国人数及び外国人労働者数の推移

（千人）
（%）

（注３）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。

（注１）平成23（2011）年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、平成24（2012）年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（12月末現在）に基づく。
（注２）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年10月末現在の統計）に基づく（外国人雇用状況の届出制度は、平成19（2007）年10月1日から開始されているため、平成20（2008）年以降の推移を示している。）。
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平成２年６月
在留資格の整備

平成29年11月
技能実習法の施行

平成20年９月 いわゆるリーマン・ショック

平成22年７月
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の一本化

平成23年３月 東日本大震災

平成24年７月
新しい在留管理制度の導入

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流行

平成31年４月
「特定技能」制度の創設

48万6,398人

2.20%

2.46%

令和3年末
276万635人

令和４年末
307万5,213人

令和5年末
341万992人

204万8,675人

昭和 平成 令和



在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・

国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能 特定産業分野（注１）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

（注２）資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引

き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（注２）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注１）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車
整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林
業、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）
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在留資格一覧表



在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳（令和５年末）

在留外国人数（総数） ３４１万９９２人

国籍・地域別在留資格別

中国

821,838人

24.1%

ベトナム

565,026人

16.6 %

韓国

410,156人

12.0 %
フィリピン

322,046人

9.4 %

ブラジル

211,840人

6.2 %

ネパール

176,336人

5.2 %

インドネシア

149,101人

4.4 %

ミャンマー

86,546人

2.5 %

台湾

64,663人

1.9 %

米国

63,408人

1.9 %

その他

540,032人

15.8 %永住者

891,569人

26.1 %

技能実習
404,556人

11.9 %

技術・人文知識・

国際業務

362,346人
10.6 %

留学
340,883人

10.0 %

特別永住者
281,218人

8.2 %

家族滞在

266,020人

7.8 %

定住者

216,868人

6.4 %

特定技能

208,462人

6.1 %

日本人の配偶者等

148,477人

4.4 %

特定活動

73,774人

2.2 %

その他

216,819人

6.4%
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94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342

(19.0%）

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 

(23.5％)

372,894 

(22.5％)

370,346 
(21.5%)

334,603 
(19.4%)

330,910 
(18.2%)

352,581 
(17.2%)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 

134,228
(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 

(21.1％)

383,978 

(23.1％)

402,356 
(23.3%)

351,788 
(20.4%) 343,254 

(18.8%)

412,501 
(20.1%)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 

120,888
(17.6%) 

124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615 

(2.4％)

41,075 

(2.5％)

45,565 
(2.6%)

65,928 
(3.8%)

73,363 
(4.0%)

71,676 
(3.5%)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 108,091

(16.6%) 

109,612
(16.0%) 108,492

(15.9%) 

121,770
(17.0%) 146,701

(18.6%) 

192,347
(21.2%) 239,577

(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770

(19.0％) 

329,034 

(19.8％)

359,520 
(20.8%)

394,509 
(22.8%)

479,949 
(26.3%)

595,904 
(29.1%)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

546,469 
(31.7%)

580,328 
(33.6%)

595,207 
(32.7%)

615,934 
(30.1%)

204万8,675人

48万6,398人
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108万3,769人

外国人労働者数の内訳

■①身分に基づき在留する者
■②就労目的で在留が認められる者
■③特定活動
■④技能実習
■⑤資格外活動

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計（各年10月末現在の統計）

(万人)
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②就労目的で在留が認められる者 約59.6万人（29.1％）
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民
生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

①身分に基づき在留する者 約61.6万人（30.1％）
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬
を受ける活動が可能。

③特定活動 約7.2万人（3.5％）
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、
外国人建設就労者、外国人造船就労者等）
「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内
容により報酬を受ける活動の可否が決定。

④技能実習 約41.3万人（20.1％）
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目か
ら雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日
以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約35.3万人（17.2％）
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相
当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。



○ 我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・
技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進
（第９次雇用対策基本計画（平成11年８月13日閣議決定））

○ 我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人につ
いては、積極的に受け入れていく必要があり、引き続き、在留資格の決
定に係る運用の明確化や手続負担の軽減により、円滑な受入れを図って
いく。（出入国在留管理基本計画（平成31年４月法務省））

○ 我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民
のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応
（第９次雇用対策基本計画（平成11年８月13日閣議決定））

○ 専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人の受入れについて
は、ニーズの把握や受入れが与える経済的効果の検証、教育、社会保障
等の社会的コスト、労働条件など雇用全体に及ぼす影響、日本人労働者
の確保のための努力の状況、受入れによる産業構造への影響、受け入れ
る場合の適切な仕組み、受入れに伴う環境整備、治安など、幅広い観点
からの検討が必須であり、この検討は国民的コンセンサスを踏まえつつ
行われなければならない。
（出入国在留管理基本計画（平成31年４月法務省） ）
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２．鉄道分野における受入れに係る事項



鉄道分野における人手不足の状況

〇鉄道業界では、保線等に従事する作業員の不足による終電の繰り上げや、運転士の不足による
運行本数の減便等が発生しており、人手不足への対応が喫緊の課題となっている。
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➢ 鉄道事業者の現業部門の職員数

➢ 鉄道事業者の職員数の推移

277,092

191,136

▲1,090人
（▲7.8%）

▲239人
（▲2.1%）

▲1,019人
（▲6.1%）

▲3,918人
（▲3.9%）

➢ 有効求人倍率の推移（工事関連業務）

各年度の「鉄道統計年報」 （国土交通省）の
「６．職員 （１８）職員数及び年間給与額表」より作成

令和５年度
３．４５倍※1（全職業平均 １．１７倍※2）

➢ 鉄道分野の有効求人倍率

※１厚生労働省により、令和４年改定「厚生労働省編職業分類」における「鉄道運転士」「車掌」「旅客・貨物
係事務員」「鉄道車両入換・編成作業員」「鉄道線路工事作業員」「電気工事作業員」「輸送用機器製造技術
者（自動車を除く）」「輸送用機械器具整備 ・修理工（自動車を除く）」について、各々の有効求人数、有効求
職者数をそれぞれ合算したものを用いて算出
※２「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」 （厚生労働省）における「第21表-7有効求人倍率（パート含
む常用）」より抜粋

工務
（軌道整備）

電気
（電気設備整備）

車両（車両
製造・車両整備）

運転士・車掌・駅係員
（運輸係員）

（人）

（人）

平成27年度、平成2年度の「鉄道統計年報」 （国土交通省）の
「６．職員 （１８）職員数及び年間給与額表」より作成
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土木作業従事者（軌道整備等）

電気工事従事者（電気設備整備等）

生産工程従事者（車両整備・製造等）

各年度の「一般職業紹介状況（職業安定
業務統計）」 （厚生労働省）の「第21表-7有
効求人倍率（パート含む常用）」より作成



緊急事態宣言
4/7 ～ 5/25

鉄道の利用状況の推移

※ 鉄道輸送統計調査（鉄・軌道旅客輸送総括表、旅客数量）より作成。
※ 2018年度との比較。
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JR

民鉄

全国旅行支援
10/11～12/27・1/10～12/31

緊急事態宣言
1/8～3/21 ・ 4/25～6/20 ・ 7/12～

9/30

Go Toトラベル
7/22 ～ 12/28
（東京は10/1～）

〇鉄道の輸送人員は、2020年4月～5月にはコロナ前の5割程度まで低下したが、9割程度まで回復
（JR：88%、民鉄：90%）

※2024年1月時点



緊急事態宣言
4/7 ～ 5/25
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東海道新幹線 山陽新幹線 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 九州新幹線

新幹線の利用状況の推移

※ 各新幹線データの最新の月のうち、東海道新幹線、九州新幹線は確定値、山陽新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線は速報値となっている。
※ 前年比（旅客数）について、特に2020年2月以降にコロナによる影響を大きく受けその影響を排除するため、2021年2月より、2018年度（山陽新幹線の
み2019年）のデータと比較している。

※ 各社ＨＰ公表資料より作成。

※2024年3月時点

緊急事態宣言
1/8～3/21 ・ 4/25～6/20 ・ 7/12～

9/30

Go Toトラベル
7/22 ～ 12/28
（東京は10/1～）

全国旅行支援
10/11～12/27・1/10～12/31

〇新幹線の輸送人員も、コロナ前と同程度まで回復



特定技能制度への鉄道分野の追加（概要）

軌道整備※

電気設備整備

車両製造

車両整備※

運輸係員

軌道検測作業、レール交換作業、
バラスト交換作業、まくらぎ交換作業等

ケーブル・管路、信号機、転てつ機、軌道回路、
電路設備等の電気設備修繕、点検作業等

鉄道車両、車両部品の製造等

鉄道車両のメンテナンス作業等

運転士、車掌、駅構内のポイント操作を行う駅係員等

軌道整備イメージ
（レール交換作業）

電気設備整備イメージ
（転てつ機点検作業）

車両製造イメージ
（配線配管作業）

車両整備イメージ
（輪軸検査作業）

運輸係員イメージ
※技能実習制度の職種 （鉄道施設保守整備、
鉄道車両整備等）からの移行が可能

○鉄道業界における人手不足への対応のため、外国人材の活用に向けて、輸送の安全確保を前提に、
専門性にも配慮しつつ、令和６年３月、特定技能制度へ鉄道分野を追加。

【受入見込み数】最大3,800人（2028年度まで）

＊上記５業務区分のうち、運転士を含む運輸係員は、運輸指令とのコミュニケーションや異常時の避難誘導等の緊急
時の対応が求められるため、他分野よりも一段高い日本語能力試験N3に加え、日本語による技能評価試験により
専門用語や異常時を含む対応を確認。



鉄道分野の業務区分（軌道整備区分）

対象となる主たる業務の内容

技能水準・日本語能力水準

軌道検測作業 レール交換作業 まくらぎ交換作業

バラストを取り扱う作業 保安設備を取り扱う作業

以下を例とする軌道等の新設、改良、修繕に
係る作業・検査業務が対象となる。

〇軌道検測作業
・高低、通り等軌道の変位を測定する作業
〇レール交換作業
・新旧レール交換
・付帯作業（吊り上げ作業等）
〇まくらぎ交換作業
・新旧まくらぎ交換
・付帯作業（道床掘削作業等）
〇バラストを取り扱う作業
・バラスト掘削及び埋戻し
・道床形状の形成
・つき固めや通り整正に伴う作業等
〇保安設備を取り扱う作業等
・脱線防止ガード等保安設備の取り付け（交換・撤去・復旧等）
・付帯作業（締結装置の緊張・緩解作業等）

〇技能水準※１
（１）鉄道分野特定技能１号評価試験（軌道整備）【実施主体： （一社）日本鉄道施設協会】
※１：技能実習２号（鉄道施設保守整備職種（軌道保守整備作業））を良好に修了している場合は免除

〇日本語能力水準※２
（１）国際交流基金日本語基礎テスト
（２）日本語能力（試験N4以上）
※２：職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した場合は免除



鉄道分野の業務区分（電気設備整備区分）

技能水準・日本語能力水準

対象となる主たる業務の内容

電路設備の新設 変電所等設備の改良 電気機器等設備の改良

信号保安設備の修繕 保安通信設備の新設 踏切保安設備の修繕

以下設備の新設、改良、修繕に係る作業、検査業務等が
対象となる。

〇電路設備
・電車線、送電線、配電線等
〇変電所等設備
・遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、
接地装置、消火設備等
〇電気機器等設備
・配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、
電気融雪器等
〇信号保安設備
・信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、
自動列車停止装置等
〇保安通信設備
・交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、
通信線等
〇踏切保安設備
・踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、
踏切支障報知装置、障害物検知装置等
※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む

〇技能水準
（１）鉄道分野特定技能１号評価試験（電気設備整備）【実施主体： （一社）鉄道電業安全協会】

〇日本語能力水準※１
（１）国際交流基金日本語基礎テスト
（２）日本語能力（試験N4以上）
※１：職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した場合は免除



以下を例とする業務等が対象となる。
〇列車検査、定期検査、臨時検査
・空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気
装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務
員室・客室に関わる装置、連結装置等や車両部品の検
査、修繕等（解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む）
〇構内入換
・車両基地等での車両の入換や誘導等
〇駅派出対応
・駅等における車両の検査・修繕等
〇改造工事
・車両の改造や改良工事等
〇定期・臨時清掃業務
・車両基地における車両の清掃等
〇在庫・予備品管理、工場設備取扱い
・上記に関する材料や部品、装置等の管理
及び設備の操作・管理

鉄道分野の業務区分（車両整備区分）

技能水準・日本語能力水準

対象となる主たる業務の内容

列車検査、定期検査、臨時検査
（ブレーキ装置の検査）

構内入換

改造工事 在庫・予備品管理定期・臨時清掃業務

〇技能水準※１
（１）鉄道分野特定技能１号評価試験（車両整備）【実施主体： （一社）日本鉄道車両機械技術協会】
※１：技能実習２号（鉄道車両整備職種（走行装置検修・解ぎ装作業、空気装置検修・解ぎ装作業））を良好に

 修了している場合は免除

〇日本語能力水準※２
（１）国際交流基金日本語基礎テスト
（２）日本語能力（試験N4以上）
※２：職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した場合は免除



鉄道分野の業務区分（車両製造区分）

技能水準・日本語能力水準

対象となる主たる業務の内容

構体組立て（六面体組立て）    部品組立て作業
（ほろ、輪軸・駆動装置組立て）

溶 接 ぎ装（配線作業）

台車組立て

部品検収・配膳業務

〇技能水準※１
（１）鉄道分野特定技能１号評価試験（車両製造）【実施主体： （一社）日本鉄道車輌工業会】
（２）技能検定３級【実施主体： 都道府県（一部事務は都道府県職業能力開発協会）】
※１：技能実習２号（機械加工職種（普通旋盤作業等）等、計８職種１９作業）を良好に修了している場合は免除

〇日本語能力水準※２
（１）国際交流基金日本語基礎テスト
（２）日本語能力（試験N4以上）
※２：職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した場合は免除

以下を例とする業務等が対象となる。
〇素材加工
・台車枠、構体部品加工、シートモケット加工等
〇部品組立て作業
・輪軸（駆動装置）、配電盤等電気機器組立て
・ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等
〇構体組立て
・台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て
・構体（六面体）組立て等
〇塗装
〇溶接
〇ぎ装
・機器取付け、配線、配管
・ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け
〇台車枠製造
〇台車組立て
〇電子機器組立て
・運転保安装置(ＡＴＣ装置やＡＴＳ装置)、制御装置、
モニタ装置等の組立て
〇電気機器組立て
・継電器等を使用した配電盤等の組立て
〇試験・検査
・機能検査等
〇部品検収・配膳業務
・倉庫管理及び部品等運搬等



鉄道分野の業務区分（運輸係員区分）

対象となる業務の内容

技能水準・日本語能力水準

入換え合図業務 駅設備管理・取扱業務

車掌業務 運転士業務

以下を例とする業務等が対象となる。
〇ポイント操作
・列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた
適正な鉄道信号の現示又は表示
○入換え合図
・列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図
○駅設備管理・取扱業務
・駅の券売機・改札機等の管理、操作
・設備故障時の一次修理対応
○旅客案内・貨物取扱業務
・通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内
・振替輸送時等の旅客案内
・貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等
○運行管理業務
・列車ダイヤと列車運行の確認・管理
・異常時における運休や増発の列車指定
○車掌業務
・列車内の旅客案内、運転士への合図
・事故防止等に必要な安全確認
・事故発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う
・異常発生時等の避難誘導等
○運転士業務（列車の運転には動力車操縦者運転免許要す）
・列車等の運転（ワンマン列車運転の場合は車掌業務も兼任）

〇技能水準
（１）鉄道分野特定技能１号評価試験（運輸係員）【実施主体： （一社）日本鉄道運転協会】

〇日本語能力水準
（１）日本語能力（試験N３以上）



分野別運用方針・運用要領（１）

業務区分・技能試験・日本語試験

業務
区分

業務内容※
技能試験（日本語にて学科試験・実技試験を実施）

日本語試験
試験名 実施主体

軌道整備
軌道等の新設、改良、
修繕に係る作業・検査
業務等

鉄道分野特定技能１号
評価試験（軌道整備）

一般社団法人
日本鉄道施設協会

・国際交流基金
日本語基礎テス ト
・日本語能力試験
（Ｎ４以上） 
・そのほか、日本語
教育の参照枠のＡ
２相当以上の水準
と認められるもの

電気設備
整備

電路設備、変電所等設
備、信号保安設備等の
新設、改良、修繕に係
る作業・検査業務等

鉄道分野特定技能１号
評価試験（電気設備整備）

一般社団法人
鉄道電業安全協会

車両整備
鉄道車両の整備業務
等

鉄道分野特定技能１号
評価試験（車両整備）

一般社団法人
日本鉄道車両機械技術協会

車両製造

鉄道車両、 鉄道車両
部品等の製造業務等

鉄道分野特定技能１号
評価試験（車両製造）

一般社団法人
日本鉄道車輌工業会

技能検定３級（機械加工・
仕上げ・電子機 器組立て・
電気機器組立て・塗装）

都道府県（一部事務は都道
府県職業能力開発協会）

運輸係員

駅係員、車掌、運転士
等

鉄道分野特定技能１号
評価試験（運輸係員）

一般社団法人
日本鉄道運転協会

・日本語能力試験
（Ｎ３以上） 
・そのほか、日本語
教育の参照枠のＢ
１相当以上の水準
と認められるもの

※これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない



受入れ見込み数

最大３，８００人（２０２８年度まで）

特定技能所属機関（外国人受入れ企業）に特に課す条件

１．鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は
軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者
であること。 

２．国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」（以下「協議会」という。）の構成員
になること。 （次ページ参照）

３．協議会に対し、必要な協力を行うこと。
４．国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

５．登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、
上記２、３、４に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

分野別運用方針・運用要領（２）



協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関（外国人材受入
れ企業等）が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図り有用な情報を共有すること及び
必要な措置を講ずることを目的とする。

目的

構成員

鉄道分野特定技能協議会

有識者
・加藤浩徳
（東京大学大学院工学系研
究科社会基盤学専攻教授）

・清水寛子
（エスハイKAIZEN吉田ス
クール副校長）

・住野敏彦
（全日本交通運輸産業労働
組合協議会議長）

特定技能
所属機関
（外国人材

受入れ企業等）

登録
支援
機関※

業界団体等
・海外鉄道技術協力協会
・日本民営鉄道協会
・日本地下鉄協会
・第三セクター鉄道等協議会
・日本鉄道電気技術協会 等

試験実施機関
・日本鉄道施設協会
・日本鉄道運転協会
・鉄道電業安全協会
・日本鉄道車輌工業会
・日本鉄道車両機械
技術協会

関係省庁
・警察庁
・法務省
・外務省
・厚生労働省
・国土交通省
（鉄道局技術企画
課（事務局））

① 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
② 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
③ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援（特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供
等の必要な協力）

⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
⑥ 地域別の人手不足の状況の把握・分析
⑦ 前号の把握・分析を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での
受入れの自粛要請や、特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む 。）
⑧ 生産性向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発
⑨ 特定技能所属機関及び登録支援機関に対する構成員であることの証明
⑩ その他、協議会の目的を達成するために必要な情報・課題の共有等

活動内容 ※特定技能所属機関との支援委託契約により、諸手続等の支援を行う。

分野別運用方針・運用要領等（３）



技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価

１．次ページに示す技能実習２号を良好に修了した者は、
 対応する技能試験・日本語試験を免除する。

２．職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者は、
 日本語能力試験を免除する。（運輸係員を除く）

分野別運用方針・運用要領（４）



業務区分
技能実習２号移行対象職種

技能の根幹となる部分の関連性
職種 作業

軌道整備 鉄道施設保守整備 軌道保守整備 軌道の新設、改良、修繕に係る作業 ・検査等に従事することができるという点で、
技能の根幹となる部分に関連性が認められる。

車両整備 鉄道車両整備 走行装置検修・解ぎ装 鉄道車両の解ぎ装、装置の分解組み立て、検査修繕作業等に従事することがで
きるという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められる。

空気装置検修・解ぎ装

車両製造 機械加工 普通旋盤 機械・器具の使用その他の基本的な知識・経験に基づく製造作業を行うことがで
きるという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められる 。

フライス盤 

数値制御旋盤

マシニングセンタ 

金属プレス加工 金属プレス

鉄工 構造物鉄工

仕上げ 治工具仕上げ

金型仕上げ 

機械組立仕上げ

電子機器組立て 電子機器組立て

電気機器組立て 回転電機組立て

変圧器組立て 

配電盤・制御盤組立 て

開閉制御器具組立て

回転電機巻線製

塗装 金属塗装

噴霧塗装

溶接 手溶接

半自動溶接

分野別運用方針・運用要領（５）



分野別運用要領別冊の概要（１）

【主たる業務】

〇軌道整備：軌道検測作業、レール交換作業、まくらぎ交換作業、バラストを取り扱う作業、保
安設備を取り扱う作業等、軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

〇電気設備整備：電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、
踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

〇車両整備：列車検査、定期検査、臨時検査、構内入換、駅派出対応、改造工事、在庫・予備
品管理、工場設備取扱い、定期・臨時清掃業務等

〇車両製造：素材加工、部品組立て、構体組立て、塗装、溶接、ぎ装、台車枠製造、台車組立
て、電子機器組立て、電気機器組立て、試験・検査、部品検収・配膳業務等

〇運輸係員：ポイント操作、入換え合図、駅設備管理・取扱業務、旅客案内・貨物取扱業務、
運行管理業務、車掌業務、運転士業務等

※鉄道営業法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、社内規定等の規程類を遵守するこ
とが必要

第１ 特定技能外国人が従事する業務



分野別運用要領別冊の概要（２）

【確認対象の書類】

〇本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げる鉄道分野特定技能１号評価試験
又は技能検定３級の合格証明書の写し

〇日本語能力を証するものとして次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し（運輸係員の業務区分を除く）
・日本語能力試験（Ｎ４以上（運輸係員の業務区分についてはＮ３以上））の合格証明書の写し

＊技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試
験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除（ただし、日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格が求められる
運輸係員の業務区分は除く）。

○本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合
・技能実習２号修了時の技能検定等に合格している場合
本要領別表の「試験免除等となる技能実習２号」欄に掲げる職種・作業に係る技能検定３級
又は技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し
・技能実習２号修了時の技能検定等に合格していない場合
技能実習生に関する評価調書

第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等



分野別運用要領別冊の概要（３）

〇 鉄道分野の特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関は、国土交通省鉄道局のホー
ムページに示す鉄軌道事業者、若しくは「第１ 特定技能外国人が従事する業務」の【主たる業
務】に示す各業務区分の対象となる業務を行う者でなければなりません。
（URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/details/content/001740685.pdf）

【確認対象の書類】
・鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１６－１号）
（特定技能所属機関）
・鉄道分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の写し（特定技能所属機関）
・鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１６－２号）
（登録支援機関）
・鉄道分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の写し（登録支援機関）

第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準



分野別運用要領別冊の概要（４）

第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準

【確認対象の書類】
・「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

第５ 上陸許可に係る基準

〇１号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留
諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に
関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後５年間は、特定技能
外国人の受入れができないこととなります。

【確認対象の書類】

・鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１６－１号
（特定技能所属機関））



上乗せ告示

特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律（昭和60年法律第88号）に規定する労働者派遣の対象とするものでは
ないこと。

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当すること。

① 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者、軌道法（大正10年法律第76号）
による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備
又は車両の製造に係る事業を営む者であること。

② 国土交通省が設置する鉄道分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構
成員であること。

③ 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④ 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑤ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合にあっては、
②から④までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。

⑥ 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

（１）特定技能１号の在留資格をもって上陸しようとする者に係る基準

（２）特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準



（参考）分野別運用方針等の本文リンク先

以下の文書本文については、国土交通省鉄道局のHPに掲出しております。

URL：https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000056.html

【方針・要領】
〇鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 （令和６年３月２９日閣
議決定）
〇「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 （令
和６年４月１９日）
〇特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-鉄道分野の基準について

【鉄道分野特定技能協議会】
〇鉄道分野特定技能協議会規約（令和６年８月１４日）
〇鉄道分野特定技能協議会運営規程（令和６年８月１４日）

【関係法令】

〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約
及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情
に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000056.html


国外

在留資格：技能実習（軌道整備・車両整備・車両製造関係）

その他在留資格

リクルート
・ハローワーク・民間の職業紹
介事業者（登録支援機関を兼
務する場合を含む。 ）からの
紹介
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合格※1

リクルート
・民間の職業紹介事業者（登
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を含む。 ）等からの紹介
・現地学校（鉄道学校） 等

雇
用
契
約
締
結

在
留
資
格
変
更 就

労
開
始

①
技
能
実
習
ル
ー
ト

②
国
内
採
用
ル
ー
ト

③
海
外
採
用
ル
ー
ト

在留
資格
認定
証明
書交
付

技能実習２号
を良好に修了

※1 技能試験・日本語試験合格はリクルート後でも可
※2 出入国在留管理庁では、国内在住外国人を対象とした無料の対面型企業説明会及びオンラインマッチングイベントを開催している。

査
証
発
給

（参考）特定技能外国人就労開始までの主なフロー（イメージ）

・職業紹介事業者（登録支援機関を兼務する場合を含む。）等やマッチングイベント等を活用して外国人材への
リクルートが可能
・今後、協議会等において効率的なリクルート方法について検討を継続



（参考）鉄道分野における外国人材の主な受入れパターン

分類 試験・条件等 受入れ見込み時期

A.

技能実習・
育成就労※

（国内在留）か
らの移行
※今後、技能実習
は発展的に解消、
育成就労制度が創
設される

１．技能実習２号修了※

（移行対象職種）
※技能実習生として入国後３年経過

（試験不要）
・令和6年度以降

２．技能実習２号修了前
（移行対象職種）

・技能試験（国内受験）
・日本語試験（国内受験）

・技能試験準備が整う令和7年
春以降

３．技能実習２号修了※

（移行対象職種以外）
※技能実習生として入国後３年経過

・技能試験（国内受験）
・技能試験準備が整う令和7年
春以降

４．技能実習２号修了前
（移行対象職種以外）

・技能試験（国内受験）
・日本語試験（国内受験）

・技能試験準備が整う令和7年
春以降

５．育成就労修了・修了前
（育成就労産業分野に依らず）

・技能試験（国内受験）
・日本語試験（国内受験）

・育成就労制度の施行（令和9

年頃）から約3年後

B.海外在住者の受入れ
・技能試験（海外受験）
・日本語試験（海外受験）

・今後の海外における技能試験
の準備状況による

C. 国内在留者（留学生等）の受入れ
・技能試験（国内受験）
・日本語試験（国内受験）

・技能試験準備が整う令和7年
春以降



（参考）日本語試験とレベル目安
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